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(57)【要約】
【課題】レンズ駆動異音検査方法及びレンズ駆動異音検
査装置において、レンズの駆動音が正常であるかを高精
度に判定する。
【解決手段】レンズ駆動異音検査方法は、レンズの駆動
音を基に、時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形、
及び周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形を作成
し（Ｓ１１）、第１の音圧波形を音圧の値ごとに分割し
た複数の領域のそれぞれの面積を算出し（Ｓ１２）、第
１の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそ
れぞれを横切る横断回数を算出し（Ｓ１３）、第２の音
圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域のそれぞれ
の面積を算出し（Ｓ１４）、第２の音圧波形が、音圧の
値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数
を算出し（Ｓ１５）、第１及び第２の音圧波形の複数の
領域の面積と、第１及び第２の音圧波形の複数の境界の
横断回数と、に基づいて、レンズの駆動音が正常である
かを判定する（Ｓ１６）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズの駆動音を基に、時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形、及び周波数と音圧
との関係を表す第２の音圧波形を作成し、
　前記第１の音圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域のそれぞれの面積を算出し、
　前記第１の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数
を算出し、
　前記第２の音圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域のそれぞれの面積を算出し、
　前記第２の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数
を算出し、
　前記第１の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第１の音圧波形の前記複数の
境界の前記横断回数と、前記第２の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第２の
音圧波形の前記複数の境界の前記横断回数と、に基づいて、前記レンズの前記駆動音が正
常であるかを判定する、レンズ駆動異音検査方法。
【請求項２】
　前記レンズの前記駆動音が正常であるかを判定するのは、
　前記第１の音圧波形の前記複数の領域の面積である第１の特徴量と、
　前記第１の音圧波形の前記横断回数である第２の特徴量と、
　前記第２の音圧波形の前記複数の領域の面積である第３の特徴量と、
　前記第２の音圧波形の前記横断回数である第４の特徴量と、を用いて、ＭＴ法により判
定する、請求項１記載のレンズ駆動異音検査方法。
【請求項３】
　収音部を有する撮像装置に対し前記レンズを装着した状態で、前記収音部により前記駆
動音を取得する、請求項１又は請求項２記載のレンズ駆動異音検査方法。
【請求項４】
　レンズの駆動音が正常であるかを判定する判定部を備え、
　前記判定部は、
　レンズの駆動音を基に、時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形、及び周波数と音圧
との関係を表す第２の音圧波形を作成し、
　前記第１の音圧波形を音圧の値ごとに複数の第１の分割音圧波形に分割して前記複数の
第１の分割音圧波形のそれぞれの面積を算出し、
　前記第１の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数
を算出し、
　前記第２の音圧波形を音圧の値ごとに複数の第２の分割音圧波形に分割して前記複数の
第２の分割音圧波形のそれぞれの面積を算出し、
　前記第２の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数
を算出し、
　前記第１の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第１の音圧波形の前記複数の
境界の前記横断回数と、前記第２の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第２の
音圧波形の前記複数の境界の前記横断回数と、に基づいて、前記レンズの前記駆動音が正
常であるかを判定する、レンズ駆動異音検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズの駆動音が正常であるかを判定するレンズ駆動異音検査方法及びレン
ズ駆動異音検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラなどの撮像装置に用いられるレンズ鏡枠では、レンズ群や絞りの駆動に
よる異音が発生すると、動画撮影時に異音が録音される。そのため、レンズ鏡枠には、例
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えば製造工程での異音検査が行われる。
【０００３】
　異音判定を行う異音検査装置において、検査対象品からやや離れた位置にマイクなどの
収音器が配置された装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　また、異音検査装置において、取得された音データを周波数解析して所定の周波数領域
における音圧レベルを算出し、算出された音圧レベルと補正された判定値とを比較するこ
とによって異音を判定する装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３３３１９９号公報
【特許文献２】特開２０１０－９６５４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、人間が異音と感じる音には、ごく短い時間でも音圧が大きな音や、音圧は小
さくても周期的に発生する音などがある。
　しかしながら、従来は、このような種々の異音について高精度に判定することができな
かった。しかも、レンズについては、駆動音が通常とわずかに異なるだけでユーザに違和
感を与えうるため、非常に高精度な異音の検査を行うことが望ましい。
【０００６】
　本発明の目的は、レンズの駆動音が正常であるかを高精度に判定することができるレン
ズ駆動異音検査方法及びレンズ駆動異音検査装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のレンズ駆動異音検査方法は、レンズの駆動音を基に、時間と音圧との関係を表
す第１の音圧波形、及び周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形を作成し、前記第１
の音圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域のそれぞれの面積を算出し、前記第１の
音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数を算出し、前
記第２の音圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域のそれぞれの面積を算出し、前記
第２の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数を算出
し、前記第１の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第１の音圧波形の前記複数
の境界の前記横断回数と、前記第２の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第２
の音圧波形の前記複数の境界の前記横断回数と、に基づいて、前記レンズの前記駆動音が
正常であるかを判定する。
【０００８】
　また、上記レンズ駆動異音検査方法において、前記レンズの前記駆動音が正常であるか
を判定するのは、前記第１の音圧波形の前記複数の領域の面積である第１の特徴量と、前
記第１の音圧波形の前記横断回数である第２の特徴量と、前記第２の音圧波形の前記複数
の領域の面積である第３の特徴量と、前記第２の音圧波形の前記横断回数である第４の特
徴量と、を用いて、ＭＴ法により判定するようにしてもよい。
【０００９】
　また、上記レンズ駆動異音検査方法において、収音部を有する撮像装置に対し前記レン
ズを装着した状態で、前記収音部により前記駆動音を取得するようにしてもよい。
【００１０】
　本発明のレンズ駆動異音検査装置は、レンズの駆動音が正常であるかを判定する判定部
を備え、前記判定部は、レンズの駆動音を基に、時間と音圧との関係を表す第１の音圧波
形、及び周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形を作成し、前記第１の音圧波形を音
圧の値ごとに複数の第１の分割音圧波形に分割して前記複数の第１の分割音圧波形のそれ
ぞれの面積を算出し、前記第１の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞ
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れを横切る横断回数を算出し、前記第２の音圧波形を音圧の値ごとに複数の第２の分割音
圧波形に分割して前記複数の第２の分割音圧波形のそれぞれの面積を算出し、前記第２の
音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横切る横断回数を算出し、前
記第１の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第１の音圧波形の前記複数の境界
の前記横断回数と、前記第２の音圧波形の前記複数の領域の前記面積と、前記第２の音圧
波形の前記複数の境界の前記横断回数と、に基づいて、前記レンズの前記駆動音が正常で
あるかを判定する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、レンズの駆動音が正常であるかを高精度に判定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置及び撮像装置を示す概略構
成図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置及び撮像装置を示すブロッ
ク図である。
【図３】本発明の一実施の形態における動作フロー図である。
【図４】本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置として動作することが可能
なコンピュータのハードウェア構成例である。
【図５】本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査方法を説明するためのフロー図
である。
【図６】本発明の一実施の形態における時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形を示す
図である。
【図７】本発明の一実施の形態における周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形を示
す図である。
【図８Ａ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の音圧波形の各領域の面積（第１
及び第３の特徴量）を説明するための波形の例である。
【図８Ｂ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の音圧波形の各領域の面積（第１
及び第３の特徴量）を説明するための表である。
【図９Ａ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の音圧波形の各境界の横断回数（
第２及び第４の特徴量）を説明するための波形の例である。
【図９Ｂ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の音圧波形の各境界の横断回数（
第２及び第４の特徴量）を説明するための表である。
【図１０Ａ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の特徴量を示すグラフである。
【図１０Ｂ】本発明の一実施の形態における第３及び第４の特徴量を示すグラフである。
【図１１】本発明の一実施の形態における時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形（他
の例）を示す図である。
【図１２】本発明の一実施の形態における周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形（
他の例）を示す図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施の形態における第１及び第２の特徴量を示すグラフ（他の例
）である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施の形態における第３及び第４の特徴量を示すグラフ（他の例
）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置１及び撮像装置１０を示
す概略構成図である。
　駆動音を検査されるレンズの一例である被検カメラレンズ鏡枠２０は、撮像装置１０に
対し図示しないカメラマウントによって接続されている。
【００１４】
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　撮像装置１０は、記憶部１１と、制御部１２と、収音部１３と、を有する。撮像装置１
０は、例えば、録画又は録音機能を有するデジタルカメラや、他の録画機などである。
　記憶部１１は、例えばメモリーカードであり、被検カメラレンズ鏡枠２０の駆動条件と
収音データとを記憶する。
【００１５】
　制御部１２は、例えばマイクロプロセッサであり、被検カメラレンズ鏡枠２０の駆動を
制御する。
　収音部１３は、例えば内蔵マイクであり、被検カメラレンズ鏡枠２０の駆動音を収音す
る。このように収音された収音データは、上記のとおり記憶部１１に記憶される。
【００１６】
　撮像装置１０は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブル３０などの有線接続又は無
線接続によってレンズ駆動異音検査装置１と接続され、記憶部１１に記憶された収音デー
タをレンズ駆動異音検査装置１へ転送する。
【００１７】
　レンズ駆動異音検査装置１は、レンズの駆動音が正常であるかを判定する判定部２を有
する。詳しくは後述するが、判定部２は、インストールされたプログラムにより収音デー
タを解析し、被検カメラレンズ鏡枠２０の駆動音の良否を判定する。
【００１８】
　図２は、本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置１及び撮像装置１０を示
すブロック図である。
　図３は、本実施の形態における動作フロー図である。
【００１９】
　まず、撮像装置１０では、記憶部１１に予め記憶されたＡＦ（Autofocus）レンズ、電
動ズーム、絞りなどの駆動条件が制御部１２へ転送される（ステップＳ１）。
　制御部１２は、設定された駆動条件に基づき、被検カメラレンズ鏡枠２０へ制御信号を
送る（ステップＳ２）。
【００２０】
　被検カメラレンズ鏡枠２０は、上記の制御信号に基づき、ＡＦレンズ駆動、電動ズーム
駆動、絞り駆動などを行う（ステップＳ３）。
　被検カメラレンズ鏡枠２０の駆動音は、撮像装置１０に伝わり、収音部１３によって収
音される（ステップＳ４）。
【００２１】
　収音された収音データは、記憶部１１に記憶される（ステップＳ５）。
　記憶部１１に記憶された駆動音は、レンズ駆動異音検査装置１へ転送される（ステップ
Ｓ６）。
【００２２】
　レンズ駆動異音検査装置１にインストールされたプログラムに基づき、レンズ駆動異音
検査装置１の判定部２が駆動音の特徴量を複数抽出するなどして（ステップＳ７）、駆動
音が正常であるかを判定する（ステップＳ８）。駆動音の判定については後述する。
【００２３】
　図４は、本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査装置１として動作することが
可能なコンピュータ１００のハードウェア構成例である。
　図４に示すコンピュータ１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１と、記
憶部１０２と、入力部１０３と、表示部１０４と、インターフェース部１０５と、記録媒
体駆動部１０６とを備える。これらの構成要素は、バスライン１０７を介して接続されて
おり、各種のデータを互いに授受する。
【００２４】
　ＣＰＵ１０１は、コンピュータ１００全体の動作を制御する演算処理装置である。ＣＰ
Ｕ１０１は、レンズ駆動異音検査用のプログラムを読み出して実行することにより、レン
ズ駆動異音検査の処理を行う。ＣＰＵ１０１は、レンズ駆動異音検査装置１の判定部２と
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して機能する。
【００２５】
　記憶部１０２は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハ
ードディスクなどを含む。
　ＲＯＭは、所定の基本制御プログラムが予め記録されている読み出し専用半導体メモリ
である。なお、ＲＯＭとして、フラッシュメモリ等の、電力供給の停止に対して記憶デー
タが不揮発性であるメモリを使用してもよい。
【００２６】
　ＲＡＭは、ＣＰＵ１０１が各種の制御プログラムを実行する際に、必要に応じて作業用
記憶領域として使用される随時書き込み読み出し可能な半導体メモリである。
　ハードディスクは、ＣＰＵ１０１によって実行される各種の制御プログラムや各種のデ
ータを記憶する。
【００２７】
　入力部１０３は、例えばキーボード装置やマウス装置であり、コンピュータ１００のユ
ーザにより操作されると、その操作内容に対応付けられているユーザからの各種の入力情
報を取得し、取得した入力情報をＣＰＵ１０１に送る。
【００２８】
　表示部１０４は、例えばディスプレイであり、各種のテキストや画像を表示する。
　インターフェース部１０５は、コンピュータ１００に接続される撮像装置１０などの各
種機器との間での各種情報の授受の管理を行う。
【００２９】
　記録媒体駆動部１０６は、可搬型記録媒体１０８に記録されている各種の制御プログラ
ムやデータの読み出しを行う装置である。ＣＰＵ１０１は、可搬型記録媒体１０８に記録
されている所定の制御プログラムを、記録媒体駆動装置１０６を介して読み出して実行す
ることによって、レンズ駆動異音検査の処理を行うようにすることもできる。
【００３０】
　なお、可搬型記録媒体１０８としては、例えばＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only
 Memory）やＤＶＤ－ＲＯＭ（Digital Versatile Disc Read Only Memory）、ＵＳＢ規格
のコネクタが備えられているフラッシュメモリなどがある。
【００３１】
　このようなコンピュータ１００をレンズ駆動異音検査装置１として動作させるために、
まず、後述する図６に示すようなレンズ駆動異音検査の各処理ステップをＣＰＵ１０１に
行わせるための制御プログラムが作成される。この作成された制御プログラムは、記憶部
１０２のハードディスク装置、又は可搬型記録媒体１０７に予め格納される。そして、Ｃ
ＰＵ１０１に所定の指示が与えられることで、制御プログラムが読み出されて実行される
。これにより、コンピュータ１００が、レンズ駆動異音検査装置１として動作する。
【００３２】
　図５は、本発明の一実施の形態に係るレンズ駆動異音検査方法を説明するためのフロー
図である。
　図６は、本発明の一実施の形態における時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形を示
す図である。
【００３３】
　図７は、本実施の形態における周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形を示す図で
ある。
　以下で説明する処理は、特に記載する場合を除いて、レンズ駆動異音検査装置１の判定
部２（ＣＰＵ１０１）により行われる。
【００３４】
　まず、レンズの駆動音を基に、図６に示す第１の音圧波形及び図７に示す第２の音圧波
形が作成される（ステップＳ１１）。
　図６に示す第１の音圧波形は、図１及び図２に示す収音部１３により収音された被検カ
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メラレンズ鏡枠２０の駆動音の収音データから作成される。
【００３５】
　第１の音圧波形は、横軸を駆動時間、縦軸を可聴周波数帯域の音圧の平均とした音圧波
形に変換されている。
　可聴周波数帯域の音圧は、全周波数帯域の音圧波形にＡ特性のフィルターを掛けること
により、可聴周波数帯域にウェイトがかかった音圧に変換される。
【００３６】
　図７に示す第２の音圧波形は、例えば図６に示す第１の音圧波形をフーリエ変換し、横
軸を周波数、縦軸を振幅（音圧）に変換した波形である。
　次に、図６に示す第１の音圧波形を音圧の値ごとに分割した複数の領域Ｓ１～Ｓ６のそ
れぞれの面積（第１の特徴量）が算出される（ステップＳ１２）。
【００３７】
　各領域Ｓ１～Ｓ６は、縦軸を一定の狭い範囲で分割した時のそれぞれの領域である。図
６とは別の例であるが、波形が図８Ａに示す「sample１」の場合、面積は、図８Ｂに示す
ように、下方から順に、領域Ｓ１が１５０、領域Ｓ２が１２０、領域Ｓ３が５０、領域Ｓ
４が２５、領域Ｓ５が８、領域Ｓ６が１となる。
【００３８】
　なお、図８Ａおよび図８Ｂは、第１の特徴量（領域Ｓ１～Ｓ６の面積）及び後述する第
３の特徴量（領域ＦＳ１～ＦＳ６の面積）の算出方法を共通して説明するためのものであ
って、第１の特徴量と第３の特徴量との面積が一致するのではない。
【００３９】
　次に、図６に示す第１の音圧波形が、音圧の値で定められる複数の境界のそれぞれを横
切る横断回数（第２の特徴量）が算出される（ステップＳ１３）。
　各横断回数は、縦軸を一定の狭い範囲で分割した時のそれぞれの境界Ｃ１～Ｃ６を波形
が横切った回数ある。なお、本実施の形態では、領域Ｓ１～Ｓ６の間の境界が境界Ｃ１～
Ｃ５である。
【００４０】
　波形が「sample１」の場合、横断回数は、図９Ｂに示すように、下方から順に、境界Ｃ
１が０、境界Ｃ２が９、境界Ｃ３が１２、境界Ｃ４が１０、境界Ｃ５が１０、境界Ｃ６が
４となる。
【００４１】
　なお、図９Ａおよび図９Ｂは、第２の特徴量（境界Ｃ１～Ｃ６の横断回数）及び後述す
る第４の特徴量（境界ＦＣ１～ＦＣ６の横断回数）の算出方法を共通して説明するための
ものであって、第２の特徴量と第４の特徴量との横断回数が一致するのではない。
【００４２】
　第１の音圧波形と同様に、図７に示す第２の音圧波形についても、各領域ＦＳ１～ＦＳ
６の面積（第３の特徴量）が算出されるとともに（ステップＳ１４）、各境界ＦＣ１～Ｆ
Ｃ６の横断回数（第４の特徴量）が算出される（ステップＳ１５）。
【００４３】
　上述のように図６に示す第１の音圧波形及び図７に示す第２の音圧波形について算出さ
れた第１～第４の特徴量は、図１０Ａおよび図１０Ｂに示すように表される。これら第１
～第４の特徴量に基づいて、レンズの駆動音が正常であるかが判定される（ステップＳ１
６）。なお、レンズ１及びレンズ２は良品であり、レンズ３は不良品であるものとする。
【００４４】
　例えば、不良レンズ３の駆動音では、音圧は小さいが人間が耳障りと感じる異音が発生
する。
　ＭＴ（Mahalanobis Taguchi）法を用いることで、第１及び第２の特徴量から図１０Ａ
に示すＭＤ（Mahalanobis Distance）値を算出することができる。また、第３及び第４の
特徴量から図１０Ｂに示すＭＤ値を算出することができる。
【００４５】
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　ＭＤ値は、公知の手法（例えば、「よくわかるMTシステム 品質工学によるパターン認
識の新技術」（田村希志臣著、日本規格協会、2009年、42頁～45頁））により算出するこ
とができる。
【００４６】
　例えば、ＭＤ値が所定の閾値よりも小さい場合について、駆動音を正常であると判断し
、ＭＤ値が閾値よりも大きい場合について、駆動音を異常であると判断することができる
。なお、閾値は、レンズの試作や生産初期段階で人間の耳で異音を検査し、不良品と判定
したレンズのＭＤ値を参考に決定するとよい。
【００４７】
　例えば、図１０Ａに示すように、第１及び第２の特徴量により算出されたＭＤ値は、レ
ンズ１～３のすべてにおいて大きな差が生じていない。これらレンズ１～３のＭＤ値が閾
値以下である場合には良品であると判断し、レンズ３が不良品であることは判断できない
。
【００４８】
　一方、図１０Ｂに示すように、第３及び第４の特徴量により算出されたＭＤ値は、レン
ズ３のみ他のよりも大きい。例えばレンズ３のＭＤ値が閾値よりも大きい場合には不良品
であると判断できる。
【００４９】
　図７に示す第２の音圧波形の場合は、レンズ３について、図７に示す差Ａが生じること
で、図１０Ｂに示す第３の特徴量（領域ＦＳ１の面積）に差Ｂが生じる。その結果、ＭＤ
値については、レンズ３のみ３．６１という他より大きな値をとるに至っており、異常と
判定されうる。
【００５０】
　以下、不良品であるレンズ３を他のレンズ４に置き換えた他の例について説明する。
　図１１は、本発明の一実施の形態における時間と音圧との関係を表す第１の音圧波形（
他の例）を示す図である。
【００５１】
　図１２は、本実施の形態における周波数と音圧との関係を表す第２の音圧波形（他の例
）を示す図である。
　例えば、不良レンズ４の駆動音では、ごく短時間に突発的な異音が発生する。
【００５２】
　図１２に示す第２の音圧波形では、図１３Ｂに示すように第３及び第４の特徴量並びに
ＭＤ値に顕著な差は表れていないため、レンズ４の駆動音が正常であると判定されうる。
　一方、図１１に示す第１の音圧波形では、レンズ４について、差Ｃが生じることで、図
１３Ａに示す第１の特徴量（領域Ｓ６のの面積）に差Ｄが生じるとともに、第２の特徴量
（境界Ｃの横断回数）に差Ｅが生じる。その結果、ＭＤ値については、レンズ４のみ大き
な４．８４という値をとるに至っており、異常と判定されうる。
【００５３】
　以上説明した本実施の形態では、第１の音圧波形から得られる各領域の面積（第１の特
徴量）及び各境界の横断回数（第２の特徴量）と、第２の音圧波形から得られる各領域の
面積（第３の特徴量）及び各境界の横断回数（第４の特徴量）とに基づいて、レンズの駆
動音が正常であるかを判定する。
【００５４】
　そのため、第１の音圧波形の各領域の面積（第１の特徴量）及び各境界の横断回数（第
２の特徴量）を用いることで、例えば駆動時間中のごく短い時間に比較的大きな音圧が発
生する異音を高精度に判定することができる。また、第２の音圧波形の各領域の面積（第
３の特徴量）及び各境界の横断回数（第４の特徴量）を用いることで、例えばある特定の
周波数だけ発生する異音、つまり仮に音圧は小さくても人間の耳には耳障りと感じる音を
高精度に判定することができる。
【００５５】
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　よって、本実施の形態によれば、レンズの駆動音が正常であるかを高精度に判定するこ
とができる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、上記第１～第４の特徴量を用いて、ＭＴ法により駆動音が正
常であるかを判定する。そのため、レンズの駆動音が正常であるかを、より一層高精度に
判定することができる。
【００５７】
　また、本実施の形態では、収音部１３を有する撮像装置１０に対し被検カメラレンズ鏡
枠（レンズの一例）が装着された状態で、収音部１３が駆動音を取得する。そのため、動
画撮影時に録音されてしまうレンズの駆動音を実使用状態に近い形態で検出することがで
き、レンズの駆動音が正常であるかをより一層高精度に判定することができる。更には、
収音装置への設備投資を削減できる。なお、撮像装置１０の内部で収音する場合には、収
音される音が動画撮影時の音になる。しかし、撮像装置１０の外部で収音する場合には、
レンズ（被検カメラレンズ鏡枠２０）を伝わって撮像装置１０の内部で収音される音と同
一になるとは限らない。
【００５８】
　なお、本実施の形態においては、第１～第４の特徴量を用いてＭＤ値を算出することで
非常に高精度に判定することができるが、例えば、第１～第４の特徴量を基にそれらの所
定の基準値からの差の総和を算出することなどによっても、異音を高精度に判定すること
は可能である。そのため、ＭＤ値の算出以外の手法により第１～第４の特徴量を用いて異
音を判定してもよい。
【００５９】
　また、本実施の形態では、収音部１３を撮像装置１０の内部に配置しているため、非常
に高精度に異音を判定し且つ設備投資を削減できるが、収音装置がレンズとは別体に配置
されるようにしても異音を高精度に判定することは可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　　　１　　　レンズ駆動異音検査装置
　　　２　　　判定部
　　１０　　　撮像装置
　　１１　　　記憶部
　　１２　　　制御部
　　１３　　　収音部
　　２０　　　被検カメラレンズ鏡枠
　　３０　　　ＵＳＢケーブル
　１００　　　コンピュータ
　１０１　　　ＣＰＵ
　１０２　　　記憶部
　１０３　　　入力部
　１０４　　　表示部
　１０５　　　インターフェース部
　１０６　　　記録媒体駆動部
　１０７　　　バスライン
　１０８　　　可搬型記録媒体
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